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令和 4 年 7 月 20 日 

新潟市ひきこもり相談支援センター 

令和 3 年度事業 実績報告(web 版） 

 

 弊センターでは毎年 1 回、関係機関の方々にお声がけをし「ひきこもり支援連絡会」とい

う会を設けています。以下に掲載する資料はその会でご紹介したものもとにして作成して

います。 

 

１．各種相談件数 

 表は相談形式毎に件数を集計したものです。多く

の場合、「来所面談」や「電話相談」などを併用して

のご相談を受けています。「電話相談」だけ、という

方は少数ではありますが、私たちとしては、そういう

例えばちょっとしんどいときに電話で話を聞いてほ

しい、という使い方をしていただいても全く問題な

いように感じています。また、自宅等にうかがわせて

いただく「訪問支援」については、およそ 4 人に 1 人

の方が年度内で利用されました。そのほか、いわゆる

コロナ禍に突入した令和 2 年度以降、「来所面談」、「訪問支援」、「新規登録者」は、やや件

数が減少しています。相談手法の「その他」については、約 6 割が所外相談です。これは他

機関にお邪魔しての相談や、公民館等での出張相談が該当します。 

 

２．ケースの内訳 

 令和 3 年度の相

談実人数（対応ケー

ス数）283 人につい

て、性別や年代等の

内訳です。性別では

男性が 82%を占め

ます。年代別では 20 代が 39％で最多。50

代以上の当事者の割合は 9%でした。 

 相談をお受けする際、一番はじめの相談

者様は、10 代から 30 代くらいまでは親（と

りわけ母親）の場合がもっとも多いですが、40 代、50 代と本人の

年代（と親の年代）が上がるにつれ、親を初回の相談者とする場合が減る傾向にあります。
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相談したいと思ってはいるけれど、気力や移動の問題や健康上の理由等により、そうできず

にいる方がいるであろうことは想像に難くないところです。 

 

３．居場所事業 

 面談や訪問等のほかに、「居場

所」等を開設しています。「居場所」

は主に雑談ができる場所です。週

に 1 回、2 時間だけ開催していま

す。原則として特別なプログラム

はなく、気軽に来られる外出先の

候補の 1 つとして機能することを

目的としています。「女性の居場所」は対象を女性の方に限定し、毎月 1 回開催しています。

「就労前体験」は郵送物の封入作業や、農家さんで野菜の袋詰め等の作業の体験ができます。 

 「居場所」「女性の居場所」はコロナ禍を境に参加者が減少しました。「女性の居場所」は

参加者がなく、開催に至らなかった回もありました。「居場所」等の事業の実参加人数は約

50 人。令和 3 年度のケース数 283 人のうち、大体 5 人に 1 人の方が利用されました。 

 利用者様からは、「受け入れてもらえて、お金が出るなら参加したい」とする希望を度々

うかがいます。体力は？とか、生活リズムは？とか、自力で行けるのか？とか、個々の事情

は別として、働きたいと思っている人が働ける機会があるといいなと思います。ただ、これ

はひきこもりに限定した話ではないかもしれません。 

 ご家族の方向けに「家族会」も実施しました。コロナ禍以前は

年に 2 回程度、30 人ほどの人数で開催していましたが、令和 3 年

度は定員約 10 人で 5 回、実施しました。内容はご家族同士の交

流や他の支援機関の方などを招いてのトークなどです。参加世帯

の傾向としては、中央区に在住の方が圧倒的に多く、また 8 割近

くは母親です。 

 

４．成果 

 例えばの話ですが、家族からの声掛けに対し

て返事があるようになった、とか、このごろ笑

顔が見られる日が増えたというだけでも、それ

らは多くの場合は成果というか、喜ばしいこと

として私たちは考えられると思います。しかし

そうした事象を 1 つ 1 つ集計することはでき

そうにありませんので、分かりやすい形での

「成果」をまとめました。 
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 ご家族からの相談や、ご自宅への訪問支援を通じて、本人（ひきこもり状態の当事者の方）

が弊センターへ来所してくださったケースは表にあるとおり、年間を通じて 12 人です。少

し余談ですが、もちろん最初から本人が相談にいらっしゃる場合もあります。初回の相談者

が本人のケースは、令和 3 年度の新規登録者 114 人中 32 人が該当します。これは来所でな

くとも、電話での訴えがあった場合も含みます。同様に、初回の相談者が親の場合は 61 人

でした。これは新規のケースの半数以上を占めました。 

 話を戻しまして、「就労」の 9 人は（雇用形態が分かる方のうち）全員が非正規雇用でし

た。「他機関等へ繋いだ」は、より適切な支援機関等をご紹介させていただき、お繋ぎした

件数を示します。ひきこもり

状態を脱しつつあり、就労に

関する支援を受けることに気

持ちが向いた場合などに、い

っしょにリファー先へ行くな

どしています。とはいえ、まだ

自分には早かった、などとし

てまた弊センターでの相談の

再開となることや、他機関と

弊センターでの相談を並行し

て利用される場合もありま

す。紹介先については円グラ

フのとおりです。 

以上 


